
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 残業しても割増賃金が支払われていないケースが、全国各

地の職場で起こっています。 

みなさんの職場はどうでしょう？ 

「残業代の申告は２時間までと決められている」「手当の

申告がしづらい雰囲気が蔓延していて、使用者もそれを改善

しようとしない」など、いわゆる「サービス残業」が野放し

状態ではありませんか？ 

 厚生労働省は、時間外を含む労働時間の把握の責任を明確

 ２０１４年９月、札幌東労働基準監督署は、Ｋ

ＫＲ札幌医療センターに対して、残業代の不払い

があるとして「是正勧告」をおこないました。 

きっかけは２０１２年１２月に起きた新卒看護

師の過労自殺。就職してわずか８カ月後という痛

ましい出来事でした。自殺した看護師は月平均で

８０時間にもおよぶ残業をしていました。しかし

残業代はいっさい支払われていませんでした。職

場では残業代の申請ができない空気だったそうで

す。 

始業前の情報収集、看護計画・退院・転院サマリー、業務上の「研修会」「委員会」「会議」、

新人看護師への指導、臨床指導者の実習記録の点検、プリセプター業務、看護研究。 

これらは２５歳看護師の「過労死裁判」で２００８年に大阪高裁・地裁が時間外労働として認

めた業務です。 

に使用者に課しています。残業したらその分、割増賃金を払うのは当たり前です。しっかり

と残業代を請求しましょう。過重な長時間労働や過労死をなくすためにも、 

適正な時間管理をもとめましょう。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立学校共済組合職員労働組合 

（メール）mail：kokyoro@mx1.alpha-web.ne.jp 

〒110－0013 東京都台東区入谷１-９-５医療労働会館７Ｆ 

 
い
つ
も
患
者
さ
ん
・
利
用
者
さ
ん
に
よ

い
医
療
や
介
護
を
提
供
す
る
た
め
に
が

ん
ば
っ
て
働
い
て
い
る
私
た
ち
。
そ
ん
な

私
た
ち
職
員
を
雇
う
使
用
者
に
は
、
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
労
働
基
準
法
と
い
う
法
律
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
は
労
働

条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
た
も
の
で

す
。
使
用
者
は
こ
の
法
律
で
定
め
た
基

準
以
下
で
働
か
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
こ
の
法
律
を
理
由
に
労
働
条

件
を
引
下
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 


